
独立行政法人国立病院機構東佐賀病院における 

給食業務委託にかかる公募の公示 
 

 

 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院（以下「当病院」という。）における給食業務委

託契約について、事業者を公募しますので、希望する者は次のとおり企画書及び見積書を

提出願います。 

 

 

 令和６年１１月２６日 

 

                 経理責任者 

                 国立病院機構東佐賀病院院長 山 本  修 一 

 

 

１．概要 

 （１）契約項目：独立行政法人国立病院機構東佐賀病院における給食業務委託 

 （２）契約項目の特性等：別途、仕様書等による 

 （３）契約期間：令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 

 

２．競争参加資格、選定基準及び評価基準について 

 （１）企画提案書の提出者に要求される資格 

    応募者は、次に掲げるすべての条件を満たす者とします。 

     ① 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、「契約細則」とい

う。）第５条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

     ② 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」

でＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有す

る者であること。 

     ③ 医療法第１５条の３第２項（医療法施行規則第９条の１０）の規定による

基準に適合していること。 

     ④ 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

       ・資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者 

       ・経営状況又は信用度が極度に悪化している者 

       ・暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第３２条１項各号に掲

げる者 

       ・独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成２

７年規程第６３号）第２条各号に掲げる者 

 

 



（２）企画提案書及び見積書を特定するための評価基準 

    ① 企業に対する評価 

       会社概要・営業実績、業務実績について、会社の経営状況について、 

       ワーク・ライフバランス等の推進に関する指標 

    ② 衛生管理について 

        食材に対する衛生管理、調理従事者の衛生管理、施設・設備における 

        衛生管理、調理機器における衛生管理、業務作業工程における衛生管

理、食中毒防止対策及び安全衛生管理マニュアル、安全衛生の検査・確

認体制 

     ③ 提供食事の考え方について 

        提供する食事について 

     ④ 人事労務管理について 

        人事について、教育・研修・指導について 

     ⑤ 緊急時並びに災害時の食事提供体制について 

        危機管理体制について、代行保証体制について 

     ⑥ その他 

 

３．参加手続きについて 

 （１）担当部署（担当者） 

    〒８４９－０１０１ 佐賀県三養基郡みやき町原古賀７３２４              

国立病院機構 東佐賀病院 事務部企画課 契約係長 田中 崇子 

         電話０９４２－９４－２０４８（内線３４８） 

 （２）入札説明書等の交付期限、交付場所 

    ① 交付期限 令和６年１１月２６日（火）～令和６年１２月１１日（水） 

           但し、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条に規定する行政機関の休日を除く。 

    ② 交付時間 ９時００分から１７時００分まで 

           但し、１２時から１３時の１時間を除く。 

    ③ 交付場所 （１）に同じ 

 （３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

    ①提出期限 令和６年１２月１１日（水）１７時００分 

    ②提出場所及び方法 （１）に同じ 持参又は郵送 

    ③提出部数 ６部 

 （４）見積書の提出期限、場所及び方法 

    ①提出期限 令和６年１２月１３日（金）１７時００分 

    ②提出場所及び方法 （１）に同じ 持参又は郵送 

 （５）企業プレゼンテーションの日時及び場所 

    ①日時 令和６年１２月１６日（月）１３時３０分 

    ②場所 国立病院機構東佐賀病院 大会議室 
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 （６）見積書の開封日及び場所 

    ①開封日 令和６年１２月１７日（火）１０時００分 

    ②場所  国立病院機構東佐賀病院 会議室 

 

４．交渉権者の選定について 

 （１）受託業者の決定は、総得点の合計点が最も高い業者を第一交渉権者とする。 

 

５．その他 

 （１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類及び企画提案書並びに見積書は無 

    効。 

 （２）契約書の作成 要 

 （３）照会先 上記３（１）に同じ 

 （４）詳細は説明書による。 

 （５）本件に関する問い合わせ（質問事項）については、文書にて提出願います。提出 

    先は、上記３（１）に同じ 


